
包装されたお米の表示制度 

「産地」「品種」又は「産年」は、農産物検査などにより 
証明を受けたものについて表示することができます。 
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表示には以下のような商品情報が詰まっています。 
使用された原料玄米の産地、品種、産年、内容量、精米年月日や表示に責任を持つ販売者名など
が表示されています。 

 
すべてのお米に表示が義務づけられています。 
お米を販売するすべての販売業者（販売業者に代わって表示を行う精米工場や消費者に直接米
を販売する生産者も含みます。）に表示義務があります。 
 
食品表示110番が開設されています。 
地方農政局、地方農政事務所、農林水産消費技術センターや農林水産省「消費者の部屋」など
では、「食品表示110 番」を開設し、 
●表示を偽るなど不審な食品表示に関する情報 
●食品の表示制度に関する質問 

などを受けています。 

米の品質表示についてのお問い合わせ
疑問点やご相談などがありましたら、最寄りの農政局、農政事務所までお問い合わせください。
〈地方農政局、地方農政事務所、沖縄総合事務局〉

北海道農政事務所表示・規格課 〒060-0004 札幌市中央区北四条西17－19－6 011 (642) 5490

東北農政局表示・規格課 〒980-0014 仙台市青葉区本町3－3－1（仙台合同庁舎） 022 (221) 6108

青森農政事務所表示・規格課 〒030-0802 青森市本町2－10－4 017 (775) 2151

岩手農政事務所表示・規格課 〒020-0013 盛岡市愛宕町13－33 019 (624) 1125

秋田農政事務所表示・規格課 〒010-0951 秋田市山王7－1－5 018 (862) 5615

山形農政事務所表示・規格課 〒990-0023 山形市松波1－3－7 023 (622) 7231

福島農政事務所表示・規格課 〒960-8107 福島市浜田町1－9 024 (535) 0110

関東農政局表示・規格課 〒330-9722 さいたま市中央区新都心2－1（さいたま新都心合同庁舎2号館） 048 (740) 0090

茨城農政事務所表示・規格課 〒310-0061 水戸市北見町1－9 029 (221) 2185

栃木農政事務所表示・規格課 〒320-0806 宇都宮市中央2－1－16 028 (633) 3311

群馬農政事務所表示・規格課 〒371-0025 前橋市紅雲町1－2－2 027 (221) 1181

千葉農政事務所表示・規格課 〒260-0014 千葉市中央区本千葉町10－18 043 (224) 5613

東京農政事務所表示・規格課 〒100-0004 千代田区大手町1－3－3（大手町合同庁舎第3号館） 03 (3214) 7317

神奈川農政事務所表示・規格課 〒231-0003 横浜市中区北仲通5－57（横浜第2合同庁舎） 045 (211) 1333

山梨農政事務所表示・規格課 〒400-0031 甲府市丸の内3－5－9 055 (226) 6613

長野農政事務所表示・規格課 〒380-0846 長野市旭町1108（長野第2合同庁舎） 026 (233) 2991

静岡農政事務所表示・規格課 〒420-8618 静岡市東草深町7－18 054 (246) 6959

北陸農政局表示・規格課 〒920-8566 金沢市広坂2－2－60（金沢広坂合同庁舎） 076 (232) 4113

新潟農政事務所表示・規格課 〒951-8035 新潟市船場町2－3435－1 025 (228) 5211

富山農政事務所表示・規格課 〒930-0048 富山市白銀町8－9 076 (421) 6121

福井農政事務所表示・規格課 〒918-8555 福井市つくも2－11－21 0776 (36) 1790

東海農政局表示・規格課 〒460-8516 名古屋市中区三の丸1－2－2（名古屋農林総合庁舎2号館） 052 (223) 4618

岐阜農政事務所表示・規格課 〒500-8288 岐阜市中鶉2－26 058 (271) 4044

三重農政事務所表示・規格課 〒514-0006 津市広明町415 －1 059 (228) 3153

近畿農政局表示・規格課 〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町（京都農林水産総合庁舎） 075 (414) 9026

滋賀農政事務所表示・規格課 〒520-0806 大津市打出浜3－49 077 (522) 4261

大阪農政事務所表示・規格課 〒540-0008 大阪市中央区大手前1－5－44（大阪合同庁舎1号館6階） 06 (6943) 9691

兵庫農政事務所表示・規格課 〒650-0024 神戸市中央区海岸通29（神戸地方合同庁舎4階） 078 (331) 9943

奈良農政事務所表示・規格課 〒630-8307 奈良市西紀寺町13 0742 (23) 1283

和歌山農政事務所表示・規格課 〒640-8404 和歌山市湊557-19 073 (422) 4101

中国四国農政局表示・規格課 〒700-8532 岡山市下石井1－4－1（岡山第2合同庁舎） 086 (224) 9409

鳥取農政事務所表示・規格課 〒680-0845 鳥取市富安2－89－4（鳥取第1地方合同庁舎） 0857 (22) 3131

島根農政事務所表示・規格課 〒690-0001 松江市東朝日町192 0852 (24) 7311

広島農政事務所表示・規格課 〒732-0803 広島市南区南蟹屋2－1－21 082 (281) 2112

山口農政事務所表示・規格課 〒753-0042 山口市惣太夫町3－8 083 (922) 5200

徳島農政事務所表示・規格課 〒770-0943 徳島市中昭和町2－32 088 (622) 6135

香川農政事務所表示・規格課 〒760-0018 高松市天神前3－5 087 (831) 8155

愛媛農政事務所表示・規格課 〒790-0063 松山市辻町2－33 089 (924) 7121

高知農政事務所表示・規格課 〒780-0056 高知市北本町1－8－11 088 (875) 2155

九州農政局表示・規格課 〒860-8527 熊本市二の丸1－2（熊本合同庁舎） 096 (353) 7364

福岡農政事務所表示・規格課 〒812-0018 福岡市博多区住吉3－17－21 092 (281) 8261

佐賀農政事務所表示・規格課 〒840-0803 佐賀市栄町3－51 0952 (23) 3132

長崎農政事務所表示・規格課 〒850-0032 長崎市興善町5－3 095 (822) 3293

大分農政事務所表示・規格課 〒870-0047 大分市中島西1－2－28 097 (532) 6132

宮崎農政事務所表示・規格課 〒880-0801 宮崎市老松2－3－17 0985 (22) 3181

鹿児島農政事務所表示・規格課 〒892-0817 鹿児島市小川町3－64 099 (222) 0121

沖縄総合事務局消費・安全課 〒900-8530 那覇市前島2－21－13 098 (866) 0156

名　　　称 所　　　在　　　地 電 話 番 号

財団法人 食品流通構造改善促進機構
〒104-0033 東京都中央区新川2-16-10 中央新川森ビル3F TEL:03-5543-8023  FAX:03-5543-8029 農林水産省・（財）食品流通構造改善促進機構

禁無断転載 04.03②



包装されたお米には、JAS法に基づく 
「玄米及び精米品質表示基準」に従って表示を付さなければなりません。 

一括表示事項 

検査証明を受けた単一
銘柄米の原料玄米欄 
原料玄米に「産地」、「品種」、
「産年」及び「使用割合（100
％）」の記載が義務づけられ
ています。 

ブレンド米の原料玄米欄 
「複数原料米」などブレンド米であ
ること、更に、国産品は「国内産」、
輸入品は原産国名をその使用割合
に併せて記載することが義務づけら
れています。 

 

また、ブレンド米の内訳として括弧を
付して、 
　検査証明を受けた原料玄米を使
用している場合には、その原料玄米
の産地、品種及び産年の三つの項
目の全部又は一部をそれぞれに対
応する使用割合と併せて記載する
ことができます。 
　未検査米を使用している場合には、
産地、品種及び産年の表示はでき
ませんが、「未検査米」及びそれに
対応する使用割合を記載すること
ができます。 

名　　　称 

産　　地 

原 料 玄 米 

内　容　量 

精米年月日 

販　売　者 

品　　種 産　　年 使用割合 

○○県 □□ヒカリ △年産 100%

精　　　　米 

5kg

16. 1. 17

○○米穀株式会社 
○○県○○市○○　△－△－△ 
電話　×××（×××）×××× 

単一銘柄米の表示例 

ブレンド米の表示例 

名　　　称 

産　　地 

原 料 玄 米 

内　容　量 

精米年月日 

販　売　者 

品　　種 産　　年 使用割合 

精　　　　米 

5kg

16. 1. 17

○○米穀株式会社 
○○県○○市○○　△－△－△ 
電話　×××（×××）×××× 

複数原料米 

 国内産   100％ 

 ○○県 □□ヒカリ △年産 60％ 

 ○○県 □□ニシキ △年産 30％ 

 未検査米   10％ 
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産地、品種及び産年の表示 
未検査米は、表示できません。 
検査証明を受けた原料玄米を使用してい
る場合には、 
　原料の使用割合が50％未満の場合は、
その使用割合を産地、品種又は産年の
文字のうち、最も大きな文字と同程度以
上の大きさで表示します。 
　原料の使用割合が50％以上の場合は、
「ブレンド」等の文字を産地、品種又は産
年の文字のうち、最も大きな文字と同程
度以上の大きさで表示します。 
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生産年の12月31日までに容器
に入れられ、又は包装された玄
米や、生産年の12月31日まで
に精白され、容器に入れられ、
又は包装された精米です。 

名称 
「精米」、「うるち精米」「もち精米」、
「玄米」又は「胚芽精米」と記載
されています。 

1

原料玄米 
記載例によります。 

2

内容量 
内容重量が、キログラム又はグラ
ムで記載されています。 

3

精米年月日 
精米は「精米年月日」、玄米は「調
製年月日」が記載されています。
また、輸入品で精米年月日又は調
製年月日が不明なものは「輸入
年月日」が記載されています。 
なお、混合されたものは調製年月日、
精米年月日又は輸入年月日のうち、
最も古い日付が記載されています。 

4

販売者等の氏名又は名称、
住所及び電話番号 
販売者（精米工場）の氏名又は
名称、住所及び電話番号が記載
されています。 
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包装されたお米の表示制度 

「産地」「品種」又は「産年」は、農産物検査などにより 
証明を受けたものについて表示することができます。 
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表示には以下のような商品情報が詰まっています。 
使用された原料玄米の産地、品種、産年、内容量、精米年月日や表示に責任を持つ販売者名など
が表示されています。 

 
すべてのお米に表示が義務づけられています。 
お米を販売するすべての販売業者（販売業者に代わって表示を行う精米工場や消費者に直接米
を販売する生産者も含みます。）に表示義務があります。 
 
食品表示110番が開設されています。 
地方農政局、地方農政事務所、農林水産消費技術センターや農林水産省「消費者の部屋」など
では、「食品表示110 番」を開設し、 
●表示を偽るなど不審な食品表示に関する情報 
●食品の表示制度に関する質問 

などを受けています。 

米の品質表示についてのお問い合わせ
疑問点やご相談などがありましたら、最寄りの農政局、農政事務所までお問い合わせください。
〈地方農政局、地方農政事務所、沖縄総合事務局〉

北海道農政事務所表示・規格課 〒060-0004 札幌市中央区北四条西17－19－6 011 (642) 5490

東北農政局表示・規格課 〒980-0014 仙台市青葉区本町3－3－1（仙台合同庁舎） 022 (221) 6108

青森農政事務所表示・規格課 〒030-0802 青森市本町2－10－4 017 (775) 2151

岩手農政事務所表示・規格課 〒020-0013 盛岡市愛宕町13－33 019 (624) 1125

秋田農政事務所表示・規格課 〒010-0951 秋田市山王7－1－5 018 (862) 5615

山形農政事務所表示・規格課 〒990-0023 山形市松波1－3－7 023 (622) 7231

福島農政事務所表示・規格課 〒960-8107 福島市浜田町1－9 024 (535) 0110

関東農政局表示・規格課 〒330-9722 さいたま市中央区新都心2－1（さいたま新都心合同庁舎2号館） 048 (740) 0090

茨城農政事務所表示・規格課 〒310-0061 水戸市北見町1－9 029 (221) 2185

栃木農政事務所表示・規格課 〒320-0806 宇都宮市中央2－1－16 028 (633) 3311

群馬農政事務所表示・規格課 〒371-0025 前橋市紅雲町1－2－2 027 (221) 1181

千葉農政事務所表示・規格課 〒260-0014 千葉市中央区本千葉町10－18 043 (224) 5613

東京農政事務所表示・規格課 〒100-0004 千代田区大手町1－3－3（大手町合同庁舎第3号館） 03 (3214) 7317

神奈川農政事務所表示・規格課 〒231-0003 横浜市中区北仲通5－57（横浜第2合同庁舎） 045 (211) 1333

山梨農政事務所表示・規格課 〒400-0031 甲府市丸の内3－5－9 055 (226) 6613

長野農政事務所表示・規格課 〒380-0846 長野市旭町1108（長野第2合同庁舎） 026 (233) 2991

静岡農政事務所表示・規格課 〒420-8618 静岡市東草深町7－18 054 (246) 6959

北陸農政局表示・規格課 〒920-8566 金沢市広坂2－2－60（金沢広坂合同庁舎） 076 (232) 4113

新潟農政事務所表示・規格課 〒951-8035 新潟市船場町2－3435－1 025 (228) 5211

富山農政事務所表示・規格課 〒930-0048 富山市白銀町8－9 076 (421) 6121

福井農政事務所表示・規格課 〒918-8555 福井市つくも2－11－21 0776 (36) 1790

東海農政局表示・規格課 〒460-8516 名古屋市中区三の丸1－2－2（名古屋農林総合庁舎2号館） 052 (223) 4618

岐阜農政事務所表示・規格課 〒500-8288 岐阜市中鶉2－26 058 (271) 4044

三重農政事務所表示・規格課 〒514-0006 津市広明町415 －1 059 (228) 3153

近畿農政局表示・規格課 〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町（京都農林水産総合庁舎） 075 (414) 9026

滋賀農政事務所表示・規格課 〒520-0806 大津市打出浜3－49 077 (522) 4261

大阪農政事務所表示・規格課 〒540-0008 大阪市中央区大手前1－5－44（大阪合同庁舎1号館6階） 06 (6943) 9691

兵庫農政事務所表示・規格課 〒650-0024 神戸市中央区海岸通29（神戸地方合同庁舎4階） 078 (331) 9943

奈良農政事務所表示・規格課 〒630-8307 奈良市西紀寺町13 0742 (23) 1283

和歌山農政事務所表示・規格課 〒640-8404 和歌山市湊557-19 073 (422) 4101

中国四国農政局表示・規格課 〒700-8532 岡山市下石井1－4－1（岡山第2合同庁舎） 086 (224) 9409

鳥取農政事務所表示・規格課 〒680-0845 鳥取市富安2－89－4（鳥取第1地方合同庁舎） 0857 (22) 3131

島根農政事務所表示・規格課 〒690-0001 松江市東朝日町192 0852 (24) 7311

広島農政事務所表示・規格課 〒732-0803 広島市南区南蟹屋2－1－21 082 (281) 2112

山口農政事務所表示・規格課 〒753-0042 山口市惣太夫町3－8 083 (922) 5200

徳島農政事務所表示・規格課 〒770-0943 徳島市中昭和町2－32 088 (622) 6135

香川農政事務所表示・規格課 〒760-0018 高松市天神前3－5 087 (831) 8155

愛媛農政事務所表示・規格課 〒790-0063 松山市辻町2－33 089 (924) 7121

高知農政事務所表示・規格課 〒780-0056 高知市北本町1－8－11 088 (875) 2155

九州農政局表示・規格課 〒860-8527 熊本市二の丸1－2（熊本合同庁舎） 096 (353) 7364

福岡農政事務所表示・規格課 〒812-0018 福岡市博多区住吉3－17－21 092 (281) 8261

佐賀農政事務所表示・規格課 〒840-0803 佐賀市栄町3－51 0952 (23) 3132

長崎農政事務所表示・規格課 〒850-0032 長崎市興善町5－3 095 (822) 3293

大分農政事務所表示・規格課 〒870-0047 大分市中島西1－2－28 097 (532) 6132

宮崎農政事務所表示・規格課 〒880-0801 宮崎市老松2－3－17 0985 (22) 3181

鹿児島農政事務所表示・規格課 〒892-0817 鹿児島市小川町3－64 099 (222) 0121

沖縄総合事務局消費・安全課 〒900-8530 那覇市前島2－21－13 098 (866) 0156

名　　　称 所　　　在　　　地 電 話 番 号

財団法人 食品流通構造改善促進機構
〒104-0033 東京都中央区新川2-16-10 中央新川森ビル3F TEL:03-5543-8023  FAX:03-5543-8029 農林水産省・（財）食品流通構造改善促進機構

禁無断転載 04.03②




